
 

都営下馬アパート周辺地区 街づくり懇談会  

 

                         【日時】  平成28年6月22日(水）１９：００～２０：３０ 

                   【主催】  世田谷区世田谷総合支所街づくり課 

 

 

次     第 

 

開会 

１ これまでの取り組みについて 

２ 区全域における建築物の高さに関するルールの見直しの

検討状況の報告 

３ 当地区における建築物の高さの考え方について 

（意見交換：ワークショップ） 

閉会 

 

 

  

 

 

 

 

 

１． 食事又は喫煙はご遠慮ください。 

２． 写真撮影、録音や録画は、ご遠慮ください。 

３．携帯電話はマナーモードにして通話はご遠慮ください。 

  また、パソコンなどのご使用はご遠慮ください。 

４．その他、ビラまきや進行の妨げとなる行為はできません。 

 

会場内での注意事項 



 
 
 
 

都 営 下 馬 ア パ ー ト 周 辺 地 区 

街 づ く り ニ ュ ー ス 

第１５号 

平成２８年６月 

世田谷区世田谷総合支所 

街づくり課 

このお知らせは、地区計画等の区域、（太子堂一丁目全域、下馬一丁目の一部（２８～４４番）、 

下馬二丁目の一部（１～１６番、１９～４４番）、三軒茶屋一丁目の一部（５～７番））に居住の方、及び、 

土地・建物の所有者の方にお届けしています。 

街づくり懇談会を開催します 
現在世田谷区では、区全域の第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域以外の住居

系用途地域等における「建築物の高さ及び敷地面積に関するルールの見直しの基本的考え方」の

検討を行っています。 

つきましては、この検討状況の報告と、都営下馬アパート周辺地区の建築物の高さの考え方に

ついての意見交換をさせていただくため、街づくり懇談会を開催いたします。是非ご参加くださ

い。 

 

■日 時 街 づ く り 懇 談 会 会 場 案 内 図 

○平成２８年6月22日（水） 

○午後 ７時～ ８時３０分 

 

■会 場 ※右図参照 

○駒繋小学校・２階視聴覚室 

（下馬１-４２-１２）  

 ■内 容 

１）当地区のこれまでの取り組みに

ついて 

２）区全域における建築物の高さに

関するルールの見直しの検討状

況について 

３）当地区における建築物の高さの

考え方について（意見交換） 

 

会場 

１ 



 

■区全域における建築物の高さに関するルールの見直しの検討状況と、 

地区計画における建築物の高さの考え方について 

地区計画等で定められた地区の区分図 

世田谷区では、現在、区全域における

建築物の高さに関するルールの見直し

の基本的考え方の検討を行っていま

す。 

本地区においては、地区計画区域を対

象に、その新たな考え方との整合を図

るための検討を引き続き行ってまいり

ます。 

今回の街づくり懇談会では、区全域に

おける建築物の高さに関するルールの

見直しの検討状況の報告と、当地区に

おける建築物の高さの考え方について

の意見交換をさせて頂きたいと考えて

おります。  

●本地区における現在の「高度地区」と「地区計画」で定められた建築物等の高さの最高限度に関する制限の数

値は以下のとおりです。 

＜高度地区＞４５ｍ 

＜地区計画＞２５ｍ（住宅地区・文教住宅地区）※文教住宅地区には壁面後退を行った際の緩和措置あり。 

お詫びと訂正 

平成２８年１月に「街づくりニュース１４号」と共に配布致しました、「都営下馬アパート周辺地区地区計画

等のパンフレット」の表記に誤りがありました。パンフレット５ページの表の最上段の「文教住宅地区」と「住

宅地区」の背景の色が逆となっております。ここに記して訂正し、お詫び致します。 

■お問い合わせ先 

世田谷区 世田谷総合支所 街づくり課 担当：二見ふたみ、高澤たかざわ、伊藤いとう、北崎きたさき 

〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4-22-33 （第３庁舎２階２４番窓口） 

電話：03-5432-2872（直通） FAX：03-5432-3055  

●今回やこれまでの街づくりの取り組みは、世田谷区のホームページで公開しています。 

ホームページhttp://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/102/120/345/346/d00034724.html 

下馬 街づくりの取組み 検索 

２ 

http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/102/120/345/346/d00034724.html




























 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３章 建築物の高さと敷地面積に関する制限の見直しの背景 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現在の高度地区で定める絶対高さ制限 

 
 

建築物の高さ及び敷地面積に関するルールの見直しの基本的考え方（素案の中間報告）【概要版】 

第１章 検討の経緯  

 
 

第２章 検討の進め方 

 
 

世田谷区では平成１６年に、突出した高さの建築と市街地の密集

化を抑制するため、既に高さ制限がある低層住居専用地域を除く、

住居系用途地域及び準工業地域に３０ｍ及び４５ｍの高さ制限を、

低層住居専用地域に建ぺい率に応じて７０㎡から１００㎡の敷地

面積の最低限度制限を導入し、地区街づくりの推進と合わせて、住

宅地の住環境保全に成果をあげてきた。 
近年、建築技術の向上や建築基準法の改正等から高層の建築が容

易となり、住宅地に比較的高い建築物が増加傾向にある。このため、

引き続き、市街地の土地利用の更新を適切に誘導し、住環境を保全

していくため、世田谷区都市整備方針において、住宅地における建

築物の高さと敷地面積に関するルールについて見直すことを示し

た。 

第４章 現在の土地利用規制の課題 

  
  

 
 

１．高さ制限の課題 

（１）市街地の変化と区民の建築物の高さに対する意識 （２）高度地区の積極的な活用（市街地の実態にあった制限） （３）地区計画策定の推進 
２．敷地面積の最低限度制限の課題 

（１）市街地の変化と区民の敷地に対する意識 （２）地区計画策定の推進 （３）都市計画としての制限 
３．高さ制限と敷地面積の制限に関連するその他の事項 

（１）「せたがやみどり３３」の推進、質の高いみどりの保全・創出 （２）老朽マンション建替えへの対応 

１．これまでの街づくり（平成16年の制限導入まで） 

 これまで、地区の特性を活かした地区街づくりによる地区計画等の策

定等を推進してきたが、社会情勢の変化に対し、突出した高さの建築を

抑制するため、平成16年に30ｍ及び45ｍの絶対高さ制限・敷地面積の

最低限度の制限を導入した。 

２．近年の市街地の変化と対応 

 土地利用の変化の中で、建築技術の向上や建築基準法の改正等から

高層の建築が容易となり、住宅地に比較的高い建物が建つようになっ

てきている。また、敷地の細分化により狭小の敷地も増加している。 

 6階以上の建築物棟数の推移 100㎡未満の敷地数の推移 

３．区民の意向  

 各種調査等から、現在の住宅市街地の状況について、大規模な建築によ

る周辺の住環境への影響や住宅地の密集化に対する懸念の声がある。 

 区民意識調査・区民アンケート 等 

建築物の高さの制限は、都市

計画法で定める高度地区及び

用途地域、風致地区などがあり

ます。本区では、区内の約52％

を占める第一種又は第二種低

層住居専用地域に 10ｍ及び 12

ｍの制限、平成 16年に、低層

住居専用地域を除く住居系用

途地域と準工業地域（区内の約

40％）に高度地区で 45ｍ又は

30ｍの高さ制限を定めました。 

高さ制限10ｍ・12ｍ 

（低層住居専用地域） 

52.1％ 

高さ制限30ｍ・45ｍ 

（低層以外の住居系用途地域） 

39.0％ 

高さ制限45ｍ 

（準工業地域）1.0％ 

高さ制限 なし 

（商業系用途地域）7.8％ 

区内の高さ制限の指定状況（面積割合） 

現在の用途地域で定める敷地面積の最低限度の制限 

 
 
 
 

 

建築物の敷地面積の制

限は、都市計画法で定める

用途地域があります。本区

では、平成 16年に第一種

又は第二種低層住居専用

地域を対象として 70㎡～

100㎡の敷地面積の制限を

定めました。 

そのほか、地区計画でも

敷地面積の制限を定めて

いる地区があります。 

区内の敷地面積制限の指定状況（面積割合） 

敷地面積制限 

７０㎡～100㎡ 

（低層住居専用地域） 

52.1％ 

敷地面積制限 なし 

（低層以外の住居系用途地域） 

39.0％ 

敷地面積制限 なし 

（準工業地域）1.0％ 

敷地面積制限 なし 

（商業系用途地域）7.8％ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第６章 建築物の絶対高さと敷地面積の最低限度の制限の概要 

 
 
 

第８章 敷地面積の最低限度を定める用途地域の変更の検討について 

  
 

第７章 絶対高さ制限を定める高度地区の変更の検討について 

  
 

第５章 課題に対する見直しの方向性 

 

１．検討にあたっての基本的な視点 

【視点１】 基本構想などの本区の将来構想・計画や、都市整備方針で示す都市将来像、土地利用の方針や骨格プラン

に基づいた検討を行う。また、風景づくり計画やみどりの基本計画などの関連する計画が目指す目標を踏ま

えた検討を行う 
【視点２】 区域ごとの指定容積率及び高度地区で定める斜線制限を踏まえた検討を行う 
【視点３】 地域ごとに道路等の基盤整備状況や既存の建築物の立地状況などの現状の市街地の実態、さらに、建築基準

法の改正等の影響を考慮し、近年の建築動態も加味した検討を行う 
【視点４】 生活の場として、多くの区民が中高層集合住宅に居住している現状を踏まえた検討を行う 
【視点５】 建替えが必要な老朽マンションについて、防災の視点などから、円滑な建替えを促進していく必要があるこ

とを踏まえた検討を行う 
【視点６】 民有地の緑化を推進する施策との整合性と質の高いみどりの創出を図っていくため、大規模な敷地等での建

築を適切に誘導する手法の検討を行う 
【視点７】 地区街づくりにおけるこれまでの取組みと整合性を図った検討を行う 
２．見直しの対象区域 

【制限を見直す又は新たに導入する区域】 

都市整備方針で住宅ゾーンⅡと位置づける低層住居専用地域以外の住居系用途地域と近隣商業地域、準工業地域 
３．今後の検討事項 

（１）高さ制限の誘導区分と制限値の検討 （２）適用除外及び特例の検討 （３）区民の意見の反映 

１．検討にあたっての基本的な視点 

【視点１】 都が定める都市計画に関する方針や都市整備方針にもとづいた検討を行う。また、

住宅整備方針やみどりの基本計画などの関連する計画が目指す目標を踏まえた検

討を行う 
【視点２】 これまでの敷地面積に関する考え方を踏まえた検討を行う 
【視点３】 居住環境に配慮した検討を行う 
【視点４】 既存の敷地に配慮した検討を行う 
【視点５】 既存の地区計画を踏まえた検討を行う 
２．見直しの対象区域 

【制限を新たに導入する区域】 

第一種及び第二種低層住居専用地域を除く住居系用途地域、準工業地域 
３．今後の検討事項 

（１）敷地面積の最低限度の制限値の検討 
（２）既存不適格となる敷地の検証 
（３）区民の意見の反映 

１．目的 

 建築物の高さ及び敷地面積に関するルールの見直しは、土地利用や建築、社会情勢の変化に対応し、都市整備方針で目指す将来都市像を実現するために行うものです。 

２．高さ制限 

高度地区で定める絶対高さ制限を、都市整備方針などで定める将来都市像及び現状の地域の実態を踏まえた制限に見直します。合わせて、建築の規制と誘導を組み合わせ、土地利用を適切に誘導していきます。 

３．敷地面積の最低限度の制限 

   現在、敷地面積の最低限度の制限が定められている第一種及び第二種低層住居専用地域以外の住居系用途地域などに、制限を新たに導入します。 

  

 

 

 

                

１．高度地区で定める絶対高さ制限 

高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの

最高限度又は最低限度を定める地区です。絶対高さを指定することによって、周辺の街並みから突出する新た

な建築物の発生を抑制し、住環境の保全を図ることが期待できます。 

 

 北側隣地境界▲ 

２．用途地域で定める敷地面積の最低限度 

敷地面積の最低限度は、建築を建てる際の敷地の大きさを定めるものです。敷地面積の最低限度を制限す

ることによって、市街地における敷地の細分化を防ぎ、ゆとりある住環境の保全を図ることが期待できます。 

敷地面積の最低限度を導入した場合 敷地面積の最低限度を導入しない



ア ン ケ ー ト 
都営下馬アパート周辺地区 街づくり懇談会 

（平成２８年６月２２日開催）  
 
ご意見、ご要望、ご感想など、ご自由にお書きください。今後の参考にさせていただきます。 

※お帰りの際に係員にお渡しください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※後日提出される方は、郵送・ＦＡＸ・窓口持参など、どの方法でも結構です。 

世田谷区世田谷総合支所街づくり課 （担当 二見・高澤・伊藤・北崎） 

住所：〒１５４－８５０４ 世田谷区世田谷４－２２－３３ 

ＴＥＬ：０３－５４３２－２８７２ ＦＡＸ：０３－５４３２－３０５５ 

※このアンケートの記載内容は、本地区の街づくりの検討、および質問等に対する回答以外の目的には 

使用しません。 

 

よろしければお名前等をご記入ください。 

ご氏名      ご住所 

 

電話番号      ファックス番号 

  

■ 本日の懇談会について 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
■ その他（ご自由にお書き下さい） 

    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

※ご質問やご意見については、街づくりニュースで回答・掲載させて頂く場合もございます。 
 

 


